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議案第１号 

 

蓬莱地区『コミュニティバスくるくる』に係る 

交通空白地有償運送の登録について 

 

国土交通大臣（福島運輸支局）への交通空白地有償運送の登録にあたり、本

協議会の合意をもって申請する必要があることから、別紙のとおり協議いたし

ます。 

なお、本協議において合意いただきましたら、「道路運送法施行規則第４条

の２に基づく地域公共交通会議等において協議が調っていることの証明書」を

運行主体である「特定非営利活動法人まちづくりぜぇね」へ交付いたします。 

 

 

 

資料１ 

≪参考≫ 

◎交通空白地有償運送とは・・・ 

バス、タクシー等の公共交通機関によっては地域住民又は観光旅客を含む

来訪者に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合、市町

村及びＮＰＯ法人等が、地域公共交通会議等において調った協議内容に基づ

き、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、自家

用自動車を使用して運送を行う運行形態 



蓬莱地区「コミュニティバスくるくる」の

交通空白地有償運送（公共ライドシェア）への移行について

R7.12.24

福島市地域公共交通活性化協議会協議資料 議案第１号別紙

説明団体：特定非営利活動法人まちづくりぜぇね



『くるくるバス』交通空白地有償運送移行のための 本協議の趣旨
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ＮＰＯ法人まちづくりぜぇねが運行する『くるくるバス』は、平成２０年６月運行開始

以来、蓬莱地区の路線バスを利用しにくい方々にとって重要な移動手段。

これまでボランティア輸送（無償）で年間のべ１万人もの移動を支えてきたが、

ＮＰＯの自己負担も厳しくなり、運行継続に向けた対応が喫緊の課題。

本年度立ち上がった蓬莱地区の小さな交通協議会で、運行継続を求めることが決定され、

また、有償化についても地区として了承。

財政基盤を強化し、持続可能な運行とするための交通空白地有償運送の登録について、

協議するもの。

本協議が合意されれば、運行主体であるＮＰＯまちづくりぜぇねが、国土交通大臣

（福島運輸支局）へ交通空白地有償運送の登録を申請。



蓬莱地区の現状
【面積】福島市統計書（令和4年版）
市全域 767.72㎢
蓬莱   7.50㎢

表：人口と高齢化率

■蓬莱地区の概要

市の南部に位置し、１万人弱が居住する地区

蓬莱ニュータウンを中心に人口が集中しているほか、

中山間地域にも人口が点在

鉄道駅はなく、路線バスが14系統運行しているが、地区内

には坂道も多く公共交通が利用しづらい地域も点在

地区内の高齢化率は市全体を大きく上回っており、今後も

人口は減少し、高齢化率は増加傾向

表：公共交通の状況

運行主体 系統名 運行回数

路線バス 福島交通

医大立子山経由飯野 3/4(3/3)

医大経由二本松 10/9(10/9)

美郷経由松川 6/5(5/5)

清水町経由医大 3/3(0/0)

蓬莱小経由大笹生・医大 3/3(3/3)

桜台経由蓬莱団地 7/8(4/8)

伏拝・蓬莱小経由医大 12/10(2/1)

蓬莱団地 4/6(1/1)

南バイパス経由蓬莱団地 7/6(4/4)

蓬莱スクール循環 1/-(-/-)

蓬莱小経由医大 14/21(5/7)

蓬莱小経由庭坂・医大 2/2(1/0)

蓬莱小経由月の輪・医大 -/1(-/-)

医大経由南相馬 6/6(6/6)

※運行回数：福島駅行/福島駅発 （ ）内は土日祝日の運行回数※福島市住民基本台帳人口からの集計

地区
福島市全域 蓬莱地区

R6.8.1 R6.8.1

(人)

(人/km2)

歳以上人口(人)

歳以上人口(人)

※福島市推計人口からの集計

（R7.10.1現在） 地区
福島市全域 蓬莱地区

R7.8末 R7.8末

(人)

(人/km2)

歳以上人口(人)

歳以上人口(人)

最新に修正する

※福島市住民基本台帳人口からの集計

地区
福島市全域 蓬莱地区

R7.10末 R7.10末

人口(人) ２６１，９９３ ９，４８１

人口密度(人/km2) ３４１．３ １２６４．１ 

65歳以上人口(人) ８３，５５８ ４，０４４

高齢化率 ３１．９％ ４２．７％

75歳以上人口(人) ４７，２７１ ２，４８５

後期高齢化率 １８．０％ ２６．２％
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図：福島市地域公共交通計画掲載 蓬莱地区の現況図

蓬莱

市全域と蓬莱地区の現況図（参考）
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蓬莱地区「コミュニティバスくるくる」の現況

（１）運行主体

・特定非営利活動法人まちづくりぜぇね

代 表：理事長 丹治 庄衛

事務所：福島市蓬莱町二丁目２番１号

役 員：７名

（２）コミュニティバス事業

・Ｈ２０年６月（２００８年）運行開始

・運行形態は「ボランティア輸送」＝『無料』

・車両は２５人乗りマイクロバス（白ナンバー）

（３）運行内容

・蓬莱地区内

・定時定路線 ３コース（すべてショッピングセンター発着）

・毎週 月、火、木、金曜日 週４日運行（祝日、年末年始等除く）

※その他地区内イベント日臨時運行

・コースごと １日４便の循環

※R7.11より３便から４便へ増便

・各コース 約６～８ｋｍ ２０～２５分程度

※まちづくりぜぇねHPより引用

⑷乗車人数

・コロナ前 一日平均７０人 年間約１５，０００人

・コロナ後 一日平均６０人 年間約１３，０００人

・Ｒ５ 一日平均４５人 年間約１０，０００人 ※Ｒ５より１日３便に減便

・Ｒ６ 一日平均４５人 年間約１０，０００人

【参考：乗車人数】

 ■コロナ前

１日平均７０人 年間約１５，０００人
※１日５便

■コロナ後

１日平均６０人 年間約１３，０００人
※１日５便

■Ｒ５以降

１日平均４５人 年間約１０，０００人
※１日５便から、Ｒ５より１日３便に減便

（４）利用者の特徴

・路線バスのバス停まで歩くのが困難な方（要介護・
要支援など高齢者中心）が主な利用者
※年金暮らしの方も多い

・主に地区内での通院や買い物等での利用
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これまでの経過と想定スケジュール

※まちづくりぜぇねHPより引用

⑷乗車人数

・コロナ前 一日平均７０人 年間約１５，０００人

・コロナ後 一日平均６０人 年間約１３，０００人

・Ｒ５ 一日平均４５人 年間約１０，０００人 ※Ｒ５より１日３便に減便

・Ｒ６ 一日平均４５人 年間約１０，０００人

≪想定スケジュール≫

令和７年度

ボランティア輸送 交通空白地有償運送

・NPO法人総会
・関係機関事前調整
・蓬萊地区小さな交通協議会

小さな交通支援部会報告
・地域公共交通活性化

協議会協議
・運輸支局登録申請

・地元自治振調整
・地域公共交通活性化
協議会報告

・市伴走型支援

・運輸支局許可・登録
・実証運行
・運行検証
・市伴走型支援

令和６年度

≪これまでの経過≫

・R7.2.4  蓬萊地区自治振興協議会役員会で、くるくるバスへの支援・協力の依頼と交通空白地有償

運送への移行に向け準備することを報告

・R7.2.26 地域公共交通活性化協議会で、持続可能な運行のためボランティア輸送から交通空白地有償

運送へ移行する準備を進める旨報告

・R7.5.24 くるくるバスの支援・協力組織でもある蓬萊地区小さな交通協議会（自治振を主）が設立

・R7.11.7  蓬萊地区小さな交通協議会へ交通空白地有償運送の運行内容（案）について報告

・R7.12.24 地域公共交通活性化協議会協議会でくるくるバスの交通空白地有償運送への移行を協議
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「コミュニティバスくるくる」新旧運行内容比較

項目 現 行（R7.12時点） 交通空白地有償運送 移行後

運行主体
特定非営利活動法人まちづくりぜぇね
理事長 丹治 庄衛

同左

運行形態
「ボランティア輸送（互助による輸送）」
＝『無償』
※道路運送法の範囲外

「交通空白地有償運送（公共ライドシェア」
＝『有償』
※道路運送法第７８条第２号

ドライバー
条件

１種運転免許
２種運転免許 又は
１種運転免許 ＋ 大臣認定講習の受講

使用車両 ２５人乗りマイクロバス（白ナンバー） 同左

運行範囲
蓬莱地区内
（発着場所：蓬莱ショッピングセンター）

同左

運行内容

路 線：定時定路線 ３コース
各コース 約６～８ｋｍ

２０～２５分程度

便 数：１コース４便 計１２便/日

運行日：毎週【月、火、木、金】 週４日運行
※祝日、年末年始等除く
※その他地区内イベント時臨時運行

同左

旅客から
収受する対価

無料
・一乗車当たり ２００円
・回数券１２枚綴 ２，０００円
・定期券３ケ月 ８，０００円

その他 乗車人数目標：１０，０００人/年 6



申請のため協議会で協議・合意が必要な事項

必要性
安全性
対価

１．自家用有償旅客運送を申請する際の主な登録要件

交通空白地有償運送の必要性

運行形態（路線又は区域）

※路線型の場合、ルート・ダイヤ等

旅客の範囲（利用対象者）

使用する自動車

  運行管理・整備管理の体制

運転者の資格要件

旅客から収受する対価

本協議会で協議が調っていること

２．上記のうち本協議会で協議・合意が必要な事項

①交通空白地有償運送の必要性

②運行形態（路線型：ルート・ダイヤ等）

③旅客の範囲（利用対象者）

④運行の安全性

⑤旅客から収受する対価

本協議会で必要事項を協議

国土交通大臣（福島運輸支局）に
自家用有償旅客運送の新規登録申請
※協議会で協議が調ったことを証する書類を添付

新規登録完了

★交通空白地有償運送とは

・既存のバス・タクシー事業者に
よる輸送サービスの提供が困難な
地域において、市町村及びＮＰＯ
法人や認可地縁団体、社会福祉法
人、商工会等が、自家用車を用い
て有償でサービスを提供する運送
形態。

・交通空白地有償運送を行うため
には、道路運送法に基づく運営協
議会において地域の関係者による
協議を経たうえで、登録を受ける
必要がある。
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①交通空白地有償運送の必要性 必要性
安全性
対価

合意が必要な事項

平成２０年６月運行開始から長年にわたり、ボランティア輸送で年間のべ１万人もの

  方々の地区内での移動を支えてきました。

蓬莱地区は、福島交通の路線バス14系統が通っているものの、坂道も多く公共交通が

利用しづらい地域も点在しており、また、高齢者や免許を返納された方、車を持たな

い方にとって、地区内の通院や買い物等のために、「くるくるバス」は地区内の重要

な移動手段となっています。

蓬萊地区小さな交通協議会においても、改めて地区内の移動手段として「くるくるバ

ス」の必要性が確認され、運行継続が求められています。

※蓬萊地区小さな交通協議会・・・地区内の移動手段確保等を協議する自治振役員を中心とした住民組織

今回の有償化は、財政的な基盤づくりを行うことで蓬莱地区の欠かせない移動手段で

ある「くるくるバス」を持続可能なものとし、地区内の移動の足を維持確保していく

ため行うものです。
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≪蓬莱地区路線図≫

②運行形態（ルート）

くるくるバス運行経路と
路線バス運行経路

【蓬莱くるくるバス】
  Ａコース
  Ｂコース
  Ｃコース

【福島交通】
 路線バス

【蓬莱くるくるバス】（点線）
１．Ａコース 約８．１ｋｍ
２．Ｂコース 約５．８ｋｍ
３．Ｃコース 約７．８ｋｍ

【参考下図：ふくしま公共交通デジタルマップ「FLAT（ふらっと）」】

蓬萊地区路線バス等運行路線図

運行する路線（運行経路）は、下図のとおり蓬莱地区内を３コース『定時定路線型（マイクロバス

  最大乗車２５人）』で運行します。

合意が必要な事項

くるくるバスを利用し、路線バスへ乗り継いで地区外へ
移動する方もいる
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くるくるバス時刻表

必要性
安全性
対価

３コースそれぞれ１日４便（午前２便・午後２便）運行します。※乗降場所には表示看板等を設置

毎週月・火・木・金の週４日運行（祝日、年末年始等除く）します。※その他地区内イベント日臨時運行

②運行形態（ダイヤ）

合意が必要な事項

【Ａコース】 約８．１ｋｍ 【Ｂコース】 約５．８ｋｍ 【Ｃコース】 約７．８ｋｍ

（５丁目⇒４丁目⇒田沢⇒３丁目　方面）　２６分 （６丁目⇒７丁目⇒８丁目⇒パンダハウス　方面）　２０分 （２丁目⇒１丁目⇒清水町⇒桜台　方面）　２５分

コース １便 ２便 ３便 ４便
所要時間
（分）

コース １便 ２便 ３便 ４便
所要時間
（分）

コース １便 ２便 ３便 ４便
所要時間
（分）

ショッピングセンター発 10:10 11:40 13:55 15:20 ショッピングセンター発 9:15 10:40 13:00 14:25 ショッピングセンター発 9:40 11:05 13:25 14:50

第７・第８町会集会所 10:11 11:41 13:56 15:21 1 せんす美容室 9:17 10:42 13:02 14:27 2 ２丁目　大友さん家 9:41 11:06 13:26 14:51 1

５丁目　渡辺さん家 10:12 11:42 13:57 15:22 1 お茶の間　ふるさと 9:18 10:43 13:03 14:28 1 第１集会所前 9:42 11:07 13:27 14:52 1

市営蓬莱第４団地西側 10:13 11:43 13:58 15:23 1 ６丁目　成澤さん家 9:19 10:44 13:04 14:29 1 １丁目　添田さん家 9:43 11:08 13:28 14:53 1

４丁目　高橋さん家 10:14 11:44 13:59 15:24 1 ６丁目　中野さん家 9:19 10:44 13:04 14:29 0 １丁目　島田さん家 9:44 11:09 13:29 14:54 1

中央公園向い　池田さん家 10:15 11:45 14:00 15:25 1 ７丁目　渡辺さん家 9:20 10:45 13:05 14:30 1 清水町　伊藤さん家 9:46 11:11 13:31 14:56 2

市営蓬莱第２団地 10:17 11:47 14:02 15:27 2 東第１町会集会所 9:21 10:46 13:06 14:31 1 仲興寺向い 9:47 11:12 13:32 14:57 1

４丁目　佐藤さん家 10:18 11:48 14:03 15:28 1 ８丁目　八島さん家 9:22 10:47 13:07 14:32 1 杉妻自動車学校 9:48 11:13 13:33 14:58 1

４丁目　県住南側階段下① 10:18 11:48 14:03 15:28 0 東第２町会集会所 9:23 10:48 13:08 14:33 1 清水町　石井さん家 9:49 11:14 13:34 14:59 1

４丁目　県住南側階段下② 10:19 11:49 14:04 15:29 1 ８丁目　西澤さん家 9:24 10:49 13:09 14:34 1 レストラン風の谷 9:50 11:15 13:35 15:00 1

第３町会　コミュニティセンター 10:20 11:50 14:05 15:30 1 ８丁目　佐々木さん家 9:25 10:50 13:10 14:35 1 桜台　児玉さん家 9:52 11:17 13:37 15:02 2

田沢石内 10:21 11:51 14:06 15:31 1 パンダハウス前 9:26 10:51 13:11 14:36 1 桜台会館 9:53 11:18 13:38 15:03 1

ひまわり苑 10:22 11:52 14:07 15:32 1 蓬莱東内科 9:27 10:52 13:12 14:37 1 桜台　水道タンク跡 9:54 11:19 13:39 15:04 1

田沢集会所 10:23 11:53 14:08 15:33 1 東第３町会集会所 9:28 10:53 13:13 14:38 1 ロケット公園南　真鍋さん家 9:55 11:20 13:40 15:05 1

宮前公園 10:23 11:53 14:08 15:33 0 ６丁目　佐藤さん家 9:30 10:55 13:15 14:40 2 桜台クリニック 9:56 11:21 13:41 15:06 1

３丁目　安田さん家 10:24 11:54 14:09 15:34 1 ６丁目　小笠原さん家 9:30 10:55 13:15 14:40 0 桜台集会所 9:56 11:21 13:41 15:06 0

３丁目　大沼さん家 10:25 11:55 14:10 15:35 1 ６丁目　菊地さん家 9:30 10:55 13:15 14:40 0 桜台　佐々木さん家 9:57 11:22 13:42 15:07 1

３丁目　クローバーケア福島 10:25 11:55 14:10 15:35 0 ショッピングセンター着 9:35 11:00 13:20 14:45 5 桜台　小澤さん家 9:58 11:23 13:43 15:08 1

３丁目　生沼さん家 10:26 11:56 14:11 15:36 1 松本　阿部さん家 9:59 11:24 13:44 15:09 1

大槻歯科・光が丘クリニック 10:27 11:57 14:12 15:37 1 大槻歯科・光が丘クリニック前 10:00 11:25 13:45 15:10 1

ショッピングセンター着 10:29 11:59 14:14 15:39 2 ショッピングセンター着 10:05 11:30 13:50 15:15 5 10



④運行の安全性

必要性
安全性
対価

福島市蓬莱地区の住民 及び 蓬莱地区を来訪する方

③旅客の範囲

合意が必要な事項

◎運行管理の体制

◎整備管理の体制

運行管理者等基礎講習を受講した３名で運行管理を実施します。

運行管理の責任者１名（理事長 丹治 庄衛）、運行管理の責任者の代行者２名の体制で、

運行の管理（健康管理の確認、アルコール検査等）を実施します。

運行管理の責任者（理事長 丹治 庄衛）が整備管理の責任者も兼務します。

また、異常等があった場合は速やかに自動車整備会社と連携し対応します。

◎運転の体制

交通空白地有償運送運転者講習（実施機関：福島交通㈱）を受講したドライバー（大型一種

免許所有者）２名体制で運行します。

以下の体制により、安全な運行を実施します。
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⑤旅客から収受する対価の設定

◎営利を目的としない妥当な範囲（実費の範囲内）の運賃

◎路線運行のため地域の路線バスの運賃を目安にした運賃 ※区域運行の場合はタクシー運賃の８割以内が目安

今後のバス事業の年間収支を勘案し、実費の範囲内となる運賃額を設定します。

※年間乗車人数目標１万人を基準に収入額が実費の範囲内になる運賃設定

現在の利用状況から、これまでの利用者が過度に負担にならない一乗車運賃・回数券・

定期券の価格を設定します。
※一般的な利用頻度は週２往復（４回）程度の利用

合意が必要な事項

【運賃】

・一乗車当たり ２００円
・回数券１２枚綴 ２，０００円
・定期券３ケ月 ８，０００円

【対価設定の根拠】

蓬莱地区内を運行する路線バスは概ね６～８kmで４００円前後の運賃であること、

また、初乗り運賃２００円であることを参考に、運賃額を設定します。

◎これまでの地域の利用者に過度に負担とならない運賃

以下の３点を考慮し、対価を設定します。

※「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱い（国交省通知）」に基づく

（手持データ）バス事業 年間収支

必要性
安全性
対価
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様式第１－５号 

 

令和  年  月  日   

 

 東北運輸局 福島運輸支局長 殿 

 

 

地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類 

 

 申請のあった自家用有償旅客運送については、下記のとおり地域公共交通会議等におい

て、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民等の旅客輸送を

確保するために必要であるとの協議が調ったので、その旨証明します。 

 

 

記 

 

１．自家用有償旅客運送の種別 

 

交通空白地有償運送 

 

２．地域公共交通会議等の名称及び対象市町村 

 （名 称）※地域公共交通会議等が設置されていない場合は、協議を行った関係者を列記すること 

  福島市地域公共交通活性化協議会 

 （対象市町村） 

  福島市 

３．地域公共交通会議等にて協議が調った年月日 

  令和  年  月  日 

 

４．運送主体の名称、住所、代表者の氏名 

名    称  特定非営利活動法人まちづくりぜぇね 

住    所  福島市蓬莱町二丁目２番１号 

代表者の氏名  丹治 庄衛 

 

５．調った協議の内容 

（１）路線又は運送の区域 

  別紙のとおり 

（２）旅客から収受する対価（対価の内容を添付すること） 

①一乗車 ２００円 ②回数券１２枚綴 ２，０００円 ③定期券３か月 ８，０００円  

（３）運送しようとする旅客の範囲 

福島市蓬莱地区の住民 及び 蓬莱地区を来訪する者 

６．その他特記事項 

 

             令和  年  月  日 

             福島市地域公共交通活性化協議会 会長 吉田 樹 

（案） 
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